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Ａ.はじめに 

健康日本 21（第二次）では「休養・心の健

康づくり」が重視され、数値目標（平成 34 

年度まで）として、「気分障害・不安障害〜

の割合を 9.4％とする」など 6 項目を定め

ている。第 3次犯罪被害者等基本計画、第 4 

次男女共同参画基本計画においても、それ

ぞれ精神的苦痛、メンタルヘルスの観点が

盛り込まれている。これらの要請に応え、

地域住民の精神疾患の発症を予防し、早期

対応・治療につなげ、精神疾患による生活

への悪影響を最小化への寄与を目的とする。

日本での先行研究（川上ら）によれば自発

的に精神医療サービスを受ける者は３割に

満たず、また精神病医院リソースには地域

不均衡があることから、行政システムとし

ての保健所、精神保健福祉センター、自治

体における活動を活性化する必要がある。

しかしながら、自治体保健部門では生活習

慣病などと比べ、メンタルヘルス対応への

意識が醸成されていないと思われ、対応

力・ノウハウの向上が求められる。また、

近年注目されている発達障害を持つ者への

適切な対応など、メンタルヘルス領域以外

にも波及する課題もあると思われる。上記

行政相談機関において①相談、初期対応、

トリアージ②プライマリケア、専門精神医

療、教育、警察等との地域連携支援③地域

住民の啓発等のパブリックメンタルヘルス

活動を促進する。そのために好事例・困難

事例の検討、評価トリアージツール開発、

病態別（うつ、不安、犯罪被害等のトラウ

マ、睡眠障害、発達障害）初期対応モジュ

ールの開発と、ゲノム、バイオマーカーを

用いたその効果検証。モデル自治体での地

域精神保健医療体制の機能評価、モジュー

ルを含めた支援体制改善頓於その効果検証

を行い、エビデンスに基づいた病態毎の対

応モジュールを用いた相談スキルを向上さ

せる。地域への支援介入の効果指標として、

東北大学メガバンクの地域コホート調査デ

ータ、国民生活基礎調査における K６など
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の地域精神健康データを活用する。モデル

地域に地域精神保健医療支援ネットワーク

それ自体を調査、効果検証の対象としてい

ること、相談対応における国レベルで標準

化された評価、早期対応のプログラム、研

修が提供され、その効果検証が行われるこ

とが特徴である。 

 

Ｂ.研究総括 

金：【目的】地域住民の精神疾患の発症を

予防し、早期対応・治療につなげ、精神疾

患による生活への悪影響の最小化への寄与

を目的とする政策研究を起動するために昨

年度実施した全国の保健所ならびに市町村

における精神保健相談の実態調査の結果を

ふまえ、精神保健相談支援モジュールの作

成のため、より具体的な現場のニーズを把

握する。 

【方法】東京都江東区城東保健相談所、東

京都練馬区豊玉保健相談所、福島県須賀川

市保健相談所所属の責任者の立場である経

験豊かな保健師に日頃の精神保健相談に関

する業務についてヒヤリングを行い、相談

事例と支援上の課題を整理した 

【結論と今後の取り組み】精神保健福祉の

現場において精神保健相談のニーズは高く、

発達障害、家庭内暴力、性犯罪被害、人格

障害、長年に及ぶひきこもり等が絡む複雑

かつ困難な事例が多いことが示された。現

場の保健師らと関連職員らは限られたリソ

ース内でそれらのケースを抱え、長期にわ

たり追跡しているが、その対処法について

は統一された明確な指針・尺度・マニュア

ル等が存在せず、精神保健相談支援モジュ

ールへの期待は大きい。具体的には、保健

師がその経験値・個々のもつ感覚にかかわ

らず精神保健相談中にナビゲーション・ツ

ールとして使用できるものであり、病態ご

とに特化しない柔軟なアプローチを用いて

支援を必要とする相談者の取りこぼしを防

ぐことを目的とし、統一された判断基準、

「みたて」を与える助けとなるツール・尺

度として広く役立てられるものになること

が期待されることが示唆された。これを受

け、1）精神保健相談支援モジュール作成と

そのための手順、タイムラインの明確化、2）

支援モモジュールのプロトタイプの作成、3）

支援モジュールのプロトタイプのトライア

ルの実施（若干名の保健師による試験使用）、

4）実際にプロトタイプモジュールを使用し

た保健師らのフィードバックをもとにした

モジュールの修正と改良、5）精神保健現場

での精神保健相談支援モジュール活用のた

めの研修会の開催、6）更なる試験使用期間

の実施、7）実際にモジュールを使用した保

健師ら、そのほかの相談職員からのフィー

ドバックの集約とそれらを基にしたモジュ

ールの修正と改良、8）精神保健相談支援モ

ジュールの全国での精神保健相談の現場へ

の普及準備をめざす。 

 山之内：一般住民でのこころの健康を考

えるうえでの基礎資料として国民生活基礎

調査があるが、今年度は統計法による目的

外申請を行い、心理的苦痛と受診の関連に

ついて詳細に検討した。また、保健対策に

対するこころの健康の取り組みの可能性を

見るべく、従来より母子保健領域と精神保

健領域が連携して、産後うつ対策に県と市

の重層的な取り組みを行っている愛媛県と

松山市の取り組みに引き続き関わった。 

 国民生活基礎調査において、心理的苦痛

を測定する問いに使われている K6 尺度に
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おいて、重篤な不安障害・気分障害に相当

するといわれる評点 13 点以上の者の割合

については、性別では女性の方が高かった。

年齢階級別では男女とも若年層の割合が高

かった。一方その者のうち精神医療機関へ

の受療状況については、重症の精神障害に

相当する者の中でも約 15％しか精神医療機

関を受診していなかった。性別では女性の

方が受療率が高く、年齢階級別では男性で

は 50－54 歳、女性では 40－44 歳の年齢階

級で最も受療率が高かった。K6 が 13 点以

上の者の割合が高い年齢階級と、受療率が

高い年齢階級は男女ともに異なっており、

強い心理的苦痛を抱えながらも精神医療機

関を受診していない者が男女ともに非常に

多いことが示された。 

 松山市での母子保健におけるこころの健

康への取り組みは、平成 29 年 4 月から 11

月までに 727 件の訪問を行い、その 13%に

当たる 88 名が抑うつがある要フォロー者

と判断されCBTの技法による面談を行った。

訪問指導における CBT の活用に対しては、

まだ課題も抱えている。保健活動の中で、

継続的な訪問が予測される者に、CBT の適

応を見出し、基本的な技法を習得したうえ

で施行するためには、市のみならず県の精

神保健福祉センターの技術支援も必要であ

る。自治体の重層的な支援を研修会や事例

検討を通じて行っており、無理のない取り

組みの継続が望まれる。 

 三島：相談業務で遭遇する睡眠障害を

早期に同定する診断モジュールの作成に

おいて、H28 年度の地域住民を対象にし

た調査では、アテネ不眠尺度（Athenes 

insomnia scale; AIS）がメンタルヘルス

に問題のある相談者を簡便にスクリーニ

ングすることのできる臨床評価尺度とし

て有用であると判断された。そこで今年

度は、①AIS によるセルフチェックを盛

り込んだ睡眠改善マニュアルの作成、②

睡眠外来通院患者を対象とした疾患別の

AIS 得点および抑うつ状態の調査を行っ

た。①不眠対策用リーフレットは、AIS

セルフチェック、不眠症の認知行動療法

で用いられる睡眠スケジュール法や睡眠

衛生指導、漸進的筋弛緩法などをイラス

トを用いてわかりやすく記述し A4 サイ

ズ三つ折りサイズで作成した。リーフレ

ットの一部は講演会等で配布をした。②

当院睡眠障害外来患者 371 名を対象に、

診断別の AIS 得点は、不眠症（n = 73）：

12.1 点、睡眠関連呼吸障害（n = 62）：7.0

点、概日リズム障害（n=91）：9.5 点、過

眠症（n = 60）：7.1 点、睡眠時随伴症（n 

= 32）：5.5 点、睡眠関連運動障害（n = 

20）：8.9 点、その他の睡眠障害（n = 3）：

5.7 点、睡眠障害合併（n = 30）：7.9 点で

あった。地域住民における良眠群（n = 

242）の AIS 得点（4.1 点）との比較から

AIS は不眠症状のスクリーニングに有効

であることが示唆された。また、不眠症

患者は CES-D 得点で評価される抑うつ

度もカットオオフ値を超えており、不眠

症状に加えて抑うつ状態の評価も重要で

あると考えられる。 

神尾：子どものメンタルヘルスに関する

問題の早期発見および予防の重要性が指摘

されている。特に抑うつ，不安，攻撃行動，

発達障害が問題視され，これらはそれぞれ

複雑に絡み合って現れることも多い。これ

らの早期発見，予防のためには，子どもを

取り巻く大人のメンタルヘルスリテラシー
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（MHL）が高いことが有効であると主張さ

れている。このことから，地域でのこころ

の健康の推進には，相談業務にあたる対人

支援職が高い MHL を有し，ハイリスク群

の早期発見と早期対応にあたることが必要

不可欠である。しかしながら現状では，子

どものメンタルヘルスについては母子保健

の管轄にまかされることが多く，子どもの

精神病理についての専門性が必ずしも十分

ではない。地域に暮らす子どもやその家族

のメンタルヘルスに関するニーズを身近な

相談窓口が見逃すことなく早期から支援サ

ービスを提供するためには，相談業務担当

者の所属部署や専門性にかかわらず，子ど

もに関する MHL の向上が重要である。こ

うした重要性にもかかわらず，これまで大

人が有する子どもに関する MHL について

の実証的研究はほとんどなかった。そこで

本研究は，重要なキーパーソンである保健

師が有する子どもに関する MHL の高さの

実態を把握することを目的として計画され

た。その結果，保健師の年齢が高いほど，

保健師経験年数が長いほど，MHL の対処法

因子得点は高いことが示された。一方，精

神保健相談業務を経験しない保健師の

MHL は臨床心理学大学院生よりも低く，子

どものメンタルヘルスに対する積極的関心

は教員や大学院生よりも低いなど，MHL

は精神保健相談業務の経験に依存している

ことが示された。今後，地域の精神保健の

キーパーソンとして期待される保健師の養

成過程あるいは職業研修において子どもの

メンタルヘルスの問題について十分な研修

がなされる必要が示唆される。 

 

C.健康危険情報なし 

D.知的所有権の取得状況 

1.特許取得   なし 

2.実用新案登録 なし 

3.その他    なし 
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全国地域における精神保健相談の実態調査に関する研究 
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研究要旨 

【目的】地域住民の精神疾患の発症を予防し、早期対応・治療につなげ、精神疾患による

生活への悪影響の最小化への寄与を目的とする政策研究を起動するために昨年度実施した

全国の保健所ならびに市町村における精神保健相談の実態調査の結果をふまえ、精神保健

相談支援モジュールの作成のため、より具体的な現場のニーズを把握する。 

【方法】東京都江東区城東保健相談所、東京都練馬区豊玉保健相談所、福島県須賀川市保

健相談所所属の責任者の立場である経験豊かな保健師に日頃の精神保健相談に関する業務

についてヒヤリングを行い、相談事例と支援上の課題を整理した 

【結論と今後の取り組み】精神保健福祉の現場において精神保健相談のニーズは高く、発

達障害、家庭内暴力、性犯罪被害、人格障害、長年に及ぶひきこもり等が絡む複雑かつ困

難な事例が多いことが示された。現場の保健師らと関連職員らは限られたリソース内でそ

れらのケースを抱え、長期にわたり追跡しているが、その対処法については統一された明
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確な指針・尺度・マニュアル等が存在せず、精神保健相談支援モジュールへの期待は大き

い。具体的には、保健師がその経験値・個々のもつ感覚にかかわらず精神保健相談中にナ

ビゲーション・ツールとして使用できるものであり、病態ごとに特化しない柔軟なアプロ

ーチを用いて支援を必要とする相談者の取りこぼしを防ぐことを目的とし、統一された判

断基準、「みたて」を与える助けとなるツール・尺度として広く役立てられるものになるこ

とが期待されることが示唆された。これを受け、1）精神保健相談支援モジュール作成とそ

のための手順、タイムラインの明確化、2）支援モモジュールのプロトタイプの作成、3）

支援モジュールのプロトタイプのトライアルの実施（若干名の保健師による試験使用）、4）

実際にプロトタイプモジュールを使用した保健師らのフィードバックをもとにしたモジュ

ールの修正と改良、5）精神保健現場での精神保健相談支援モジュール活用のための研修会

の開催、6）更なる試験使用期間の実施、7）実際にモジュールを使用した保健師ら、その

ほかの相談職員からのフィードバックの集約とそれらを基にしたモジュールの修正と改

良、8）精神保健相談支援モジュールの全国での精神保健相談の現場への普及準備をめざす。 

 

 

A. 背景  

 健康日本 21（第二次）では「休養・心の

健康づくり」が重視され、数値目標（平成

34 年度まで）として、「気分障害・不安障

害に相当する心理的苦痛を感じている者の

割合の減少の割合を 9.4%とする」など 6 項

目を定めている（厚生労働省, 2012）。第三

次犯罪被害者等基本計画（警察庁, 2016）、

第四次男女共同参加基本計画（内閣府男女

共同参画局, 2015）においても、精神的苦

痛の認識と支援の必要性が述べられ、メン

タルヘルスの観点が盛り込まれている。 

 しかしながら、日本での先行研究（川上

他, 2006）によれば自発的に精神医療サー

ビスを受ける者は 3 割に満たず、また精神

病医院リソースには地域不均衡があること

から、行政システムとしての保健所、精神

保健福祉センター、自治体における活動を

活性化する必要がある。自治体保健部門で

はメンタルヘルス対応の重要性への理解は

あるものの、マンパワー不足、十分な経験

のある職員の不足などから生活習慣病等と

比べ、十分な対応を行うに数々の支障があ

ると思われ、対応力・ノウハウの向上への

支援が求められる。また、近年注目されて

いる発達障害を持つ者への適切な対応など、

メンタルヘルス領域以外の関連支援領域と

の連携が必要となる。 

 本政策研究は、行政システムとしての保

健所、精神福祉センター、自治体、その他

の関連相談機関における ①相談、初期対応、

トリアージ ②プライマリケア、専門精神医

療、教育、警察などとの地域連携支援 ③地

域住民の啓発などのパブリックメンタルヘ

ルス活動の促進を目標とし、そのために保

健所・精神保健福祉センターでの相談なら

びに普及啓発および自治体によるメンタル

ヘルス対策の好事例・困難事例の検討、評

価トリアージツール開発、病態別（うつ、

不安、災害被害などのトラウマ、睡眠障害、

発達障害等）初期対応モジュールの開発と、 

ゲノム、バイオマーカーを含めた支援体制

改善等その効果検証を行い、エビデンスに
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もとづいた対応モジュールを用いた相談ス

キルの向上につなげることを意図する。 

 現場のニーズに則した精神保健相談対応

モジュールの作成と自治体レベルでの精神

保健活動の効率化と円滑な相談実施への政

策指針の構築への寄与を目標とし、全国都

道府県保健所・保健機関ならびに市町村に

おける精神保健相談の実態調査を精神保健

相談に係わる保健師、福祉関係有資格職員、

その他の相談員を対象にオンラインアンケ

ート方式にて昨年度実施した（金他, 2017）。

保健所における精神保健相談に関する先行

研究（守田・山崎, 2001; 張他, 2008; 赤

澤他, 2014; 後藤他, 2015）では、精神保

健相談について業務担当の有無、実施体

制・構造、担当者の職種 と人数、主たる相

談内容について全国規模の調査が行われ、

川上他（2006）はこころの健康について市

民の受診・相談行動の実態を調査、末田

（2011）は全国 54 か所の精神衛生相談所

の組織形態と活動内容を調査した。しかし、

いずれの研究においても保健所職員自身の

視点を通しての精神保健相談の現状につい

ての調査が含まれていないことから、昨年

度実施された本研究は精神保健相談を第一

線で担う職員が置かれた状況を把握するデ

ータを得ることで、精神保健相談をとりま

く現状のより正確な理解に貢献すると考え

る。 

 研究結果として、これらの職員の間

(45.36%)では精神保健（心理社会）的要素

が精神保健外相談に非常に多いと認識され

ている一方、これらの精神保健（心理社会）

的要素がある相談業務に対応できていると

いう意識は約半数にとどまり(49.19%)、そ

れに呼応して精神保健（心理社会）的要素

がある相談業務についての対応が困難であ

ると強く感じられている(58.27%)。また、

精神保健の専門家の助言の必要性は常に感

じられている一方(61.90%)、精神保健専門

家と十分連携できているという意識は中庸

の範囲にとどまり(46.37%)、それほど高く

はない。精神保健上の困難を抱える相談者

に積極的に関わる姿勢は57.06%の回答者か

ら得られ、精神保健に関する知識、教材、

研 修 の 必 要 性 の 意 識 は 非 常 に 高 い

(75.57%)ことから、適切な精神保健相談を

行うに必要な知識の取得がニーズにあった

教材・研修を通して実施されれば、おのず

と精神保健の課題を抱える相談者への積極

的な姿勢と対応を促進するものと推測され

る。これより、全国地域の自治体で行われ

ている精神保健外相談において、メンタル

ヘルスに関する相談の割合は高く、有効か

つ効率的に相談業務をおこなうため精神保

健の知識習得、精神保健専門家との連携の

実現・強化に対する明確なニーズが現場に

あること、また、リソースの地域格差から

とくに人口規模 20 万人かそれ以下の自治

体にその傾向が強いことが示された。 

 これらの精神保健相談アンケート調査の

結果をふまえ、精神保健相談支援モジュー

ルが効果的な支援を牽引するためにどのよ

うなものになるべきか、2 回の研究班会議

（2017 年 5 月、7 月に実施）で検討された。 

 

B. 精神保健相談支援モジュールの目的 

 「精神保健相談支援モジュール」は保

健師が精神保健相談中にナビゲーショ

ン・ツールとして使用できるものであ

り、「主訴」・「診断ベース」というコン

セプトを脇におき、メンタルヘルスに
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特化しないアプローチを用いて支援を

必要とする相談者の取りこぼしを防ぐ

ことを目的とする 

 保健師の相談支援の負担を軽減し、メ

ンタルヘルス・リテラシーの向上の醸

成に役立つことを目的とする 

 

C. 精神保健相談支援モジュールの設定・計

画 

 「精神保健相談支援モジュール」は保

健師が精神保健相談中にナビゲーショ

ン・ツールとして使用できるものであ

り、メンタルヘルスに特化しないアプ

ローチを用いて支援を必要とする相談

者の取りこぼしを防ぐことを目的とす

る 

 「精神保健相談支援モジュール」は基

本紙媒体で、自治体でプリントアウト

して使用可能とする 

 「精神保健相談支援モジュール」評価

のため、1 か月後に使用具合を保健師

に尋ねる 

 本政策研究の主目的は地域に埋もれて

いるメンタルヘルス事例を拾い上げる

ことであり、研究成果をもとに「健康

21」の改編につながる政策提言を行う 

 「精神保健相談支援モジュール」の作

成については平成 30 年度に使えるも

のをつくることを目標とする。「主

訴」・「診断ベース」というコンセプト

を脇に置き、保健師の相談支援の負担

を軽減し、メンタルヘルス・リテラシ

ーの向上の醸成に役立つものとする 

 「精神保健相談支援モジュール」の項

目は現在あるものを活かし、縦軸は行

動指標、横軸はメンタルヘルス関連項

目とし、横軸のメインは発達関連事項

とする 

 保健師のニーズのより正確な把握の為、

可能ならば年内（平成 29 年度）に現役

の保健師を招待し、実際の活動につい

て話を聞く（平成 30 年 1 月 17 日に実

施した） 

 

D. 精神保健相談の現場で責任者の立場に

ある保健師を招いてのヒヤリングの実施 

 現場で有効利用される精神保健相談支援

モジュール作成の為、的確なニーズ調査の

一環として、現場の保健師が日々の相談業

務にあたるうえで具体的にどのような苦

労・困難に直面しているか、そしてどのよ

うなモジュールを期待するのかについて理

解を深めるため、江東区城東保健相談所、

練馬区豊玉保健相談所、福島県須賀川市健

康づくり課でそれぞれ活動している経験豊

かな、責任者あるいは中堅的な立場にある

保健師らよりヒヤリングを行い、相談事例

と支援上の課題を整理した。 

1) 江東区城東保健相談所 

(1) 精神保健体制 

精神保健相談、精神家族相談教室、酒害相

談（家族のためのアルコール相談教室）、思

春期相談、高齢者精神保健相談の 5 つの相

談の窓口がある。最近の傾向としては、「す

ぐに答えがほしい」という相談者が多く、

電話での相談の増加が顕著である（電話担

当者 1~2 名でやりくりしている）。一方、対

面相談のケースでは自立支援医療費の新規

申請のための相談が増えており、保健所で

の相談のニーズは減っていない。 

(2) 典型的な困難事例 

 80 代女性。50 代の息子がうつ病に加え暴
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力やギャンブルの問題があるが、本人は保

健所での面談を拒否している。幼少時にい

じめを受けた経験から不登校になり、教育

がうまくいかず、そのまま長年家に引きこ

もっている。突発的に暴力的になることに

加え、年々暴力的になる息子への対処の仕

方がわからず、途方にくれている。その後

来所した息子本人より、幼少時に父親から

頻繁になぐられ、母親も父親より暴力をふ

るわれていたことが語られ家庭内暴力が判

明する。息子の姉は発達障害があり、同様

に父親から暴力をふるわれていた。その後

息子は民間救急病院に搬送後、精神科病棟

に入院したことで落ち着き、母も「よくな

った」と言っている。 

(3) 当該相談所精神保健相談に対する所感 

 主訴の病態（うつ病等）の背景に発達

に関する問題、家族間関係の問題が多

くある。発達障害に加え、「家族の中で

自分の問題を話せない」と感じ保健所

の相談窓口を訪れる相談者が増加して

おり、家族全体の問題が増えている。

昨今の家庭においては家族内での問題

を解決する自助力がなくなっている、

と感じる。保健所を身近に感じてもら

えるのはよいが、相談者の身近に相談

できる・話が出来る人がいない結果で

あると察する 

 要支援の子どもの親から本音をなかな

か話してもらえない 

 主訴をとりまく全体像をつかむには、

時間をかけて 1 つずつ事象を紐解くこ

とが必要であり、1 度の面談では全く

不十分である。国立精神・神経医療研

究センターの臨床医に保健所に来ても

らい、相談者を受診させたいと思うこ

とがある 

 メンタルヘルスの問題は精神保健外相

談のなかに色々な形で隠れている 

 メンタルヘルスは若いまだ経験の浅い

保健師が得意とする分野ではないが、

保健相談のすべての領域にメンタルヘ

ルスは入っている（例：家庭内暴力、

育児ノイローゼ）。電話相談窓口で「私、

もうダメだから子どもを預かって！」

という SOS の電話が入ることもある。

そのような場合は子育て支援課や保健

師と連携しながら、ヘルパーさんの導

入と保健師の訪問を行う。その後、母

親の精神状態と家庭環境を把握し、支

援体制の構築をはかる 

 保健師の仕事については「メンタルヘ

ルスのことが出来なければ仕事ができ

ない」、と日常の業務から強く感じる 

2) 練馬区豊玉保健相談所 

(1) 精神保健福祉体制 

 練馬区の 16,000 人を受け持っている。精

神保健福祉体制は母子保健と一般精神保健

に大別され、6 保健相談所では独立した高

齢者精神保健担当の部署はない。福祉事務

所に高齢全般を扱う地域包括センターがあ

る。地域包括センター支所は外部委託をし、

6 保健相談所は地区担当者制を導入してい

る。 

 2 年前より妊娠届時に全数面接を実施。

また、こんにちは赤ちゃん訪問時に EPPS

をとっており、母親のメンタルヘルス得点

が 9 点以上である場合、地区担当保健師に

つないでいる。平成 28 年度には対象者の

90%に実施し、訪問を行った。 

(2) 困難事例と当該相談所精神保健相談に

対する所感 
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 母子保健においては、生活保護と妊娠が

重なっているケースが多い。フォローアッ

プをし、エジンバラ産後うつ病自己評価票

を使用してアセスメントを継続し、「最後ま

で追っかける」。外国人の子どものケースも

増加している。 

 一般精神保健では女性の相談者が圧倒的

に多く、最も多いのが 30 代、次に 40 代、

そして 20 代とつづく（子ども有、無しの女

性両群を含む）。対応はオフィスアワーのみ

となるので、これらの数字は日中に保健所

に相談可能な群にある程度限られると想定

される。 

 母子保健、一般精神保健両方を通じて最

も多いケースがうつと不安である。次いで、

統合失調症となっているが、地域での生活

が可能な方々のケースとなっている。相談

者には幼少時から現在まで自分の親から虐

待やネグレクトを受けていた人が多く、ケ

ースを複雑化する要因となっている。これ

らについて相談者の成育歴の影響が大きい

と感じる。 

 また、相談者の状態（認知的能力）を判断

する上で、IQ の低さから来るものなのか、

うつから来る症状なのか判断しかねる場合

が多々あり、対応を困難なものにしている。 

(3) 精神保健相談支援モジュールへの期待 

 希望としては、ツール・尺度等、判断

基準として統一されたものがほしい 

 理由としては、困難事例として IQ

が低いのか、うつなのか見分けが

つかないことが多々あることから。

家族からの相談を受けて家に行く

と、対象の家族メンバーでなく相

談者本人が問題があることが多い。

よって、相談者の能力（認知的能

力）を見分けるツールがあるとい

いとおもう。「子どもの相談に来た

のに、なぜ自分がこれを受けなけ

ればならないのか」となると問題

が生じる可能性はあるので、説明

には工夫が必要 

 IQ がわからないと支援目標が立てら

れない。「ここがおかしい」と指示でき

ず、「病気じゃない」で終わるので、客

観的なツールがほしい 

 相談者の IQ を適切に見定める手立て

だけでなく、包括的なものがいると強

く感じる 

 IQ に関しては都の運営のため、IQ

チェックの客観的指標が無い。知

的障害の疑いのある人が就労支援

を望むとき、東京センターに紹介

して IQ テスト、障害のチェックを

してもらう。まず、障害者手帳を

取ってもらい、支援（就労）につ

なげる対応をしている 

 チェックリスト・ツールの結果につい

てどのような意味があるのか明確にし

てほしい。結果を相談者の主治医にみ

せてよいのか。齟齬の生じる可能性が

あるのでは、と懸念する 

3) 福島県須賀川市健康福祉部健康づくり

課（市町村の衛生部門） 

(1) 精神保健福祉体制 

 東日本大震災時より人口は減少している

が、住民約 76,000 人を担当・管轄している。

課所属正職員保健師は 14 人で、地区担当制

をとっている。地区担当保健師 11 名のうち

6名は保健師経験3年未満、1名が5年めと、

若い保健師の割合が多い。 

 精神保健福祉事業としては、自殺防止対
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策（うつ対策）、地域デイケア（月二回）の

2 事業である。それ以外は、母子保健事業・

健康増進事業・特定保健指導事業等に合わ

せて、メンタルヘルス対策も実施している

のが現状。具体的には、赤ちゃん訪問時と

3～4 か月児健診（エジンバラ産後うつ病自

己評価票を使用）時に行う。妊娠届出時の

問診で既往歴の確認も行い、国や県から参

考として示されているアセスメントシート

をカスタマイズして用い、多くの妊産婦を

もう一度フォローしている。また、特定健

康診査の結果説明の際にアンケートを実施

し、その中にうつ病に関する 3 項目問の設

問を加えてスクリーニングしている。3 項

目（2 つの設問と睡眠に関する設問が 1 つ）

について点が高い相談者についてはフォロ

ーアップを行う。アンケート実施者として

は、特定保健指導対象者と特定健康診査検

査値ハイリスク者の 2 つである。 

(2) 困難事例と当該市町村の精神保健相談

に対する所感 

 困難事例として一番大変なのが発達障

害（疑い含）と二次障害を併せ持つ場

合と人格障害（疑い含）の場合。必要

な医療機関・支援機関につないでも治

療や来訪が続かず、支援者とも問題を

起こす。そのような複雑な問題をかか

える相談者への電話やメールや訪問で

の対応は大変だが、それを若い保健師

たちも苦慮しながら行っている 

 赤ちゃん訪問及び 4 か月児健診では、

子育てに対する感じ方の問診（子育て

に自信がない、ゆったりした気分で過

ごす時間がないなど）とエジンバラ質

問紙の 2 つでメンタル面の確認を行う。

乳幼児健康診査終了後のスタッフミー

ティングで、支援の方向性を確認し、

地区担当保健師が継続してフォローし

ていく 

 妊産婦に実施したエジンバラ質問紙の

結果によると、自傷行為の開始が小学

校時代であること多い。早い時期に教

育的な支援として、子どもの SOS の出

し方教育の必要性を強く感じるが、教

育委員会との連携にはまだ至っていな

い 

(3) 精神保健相談支援モジュールへの期待 

 保健師が支援する気持ちとしてはある

程度のみたてを持ちたい。それを助け

るようなものを求む。トリアージのア

ルゴリズム、経験の少ない人でも出来

る、見分けがつくもの。保健師はそれ

ぞれの感覚、年齢とそれに伴う経験度

が異なるのである程度の知識があれば、

経験が浅くてもなんとか対処できる手

助けになるものを希望する 

 

E. 分担研究者らとのディスカッションで

寄せられた保健師らからのコメント・列挙

された課題点 

 発達障害について統一的ツールがなく、

家庭内暴力等のケースが沢山あるが、診断

まで至れないと見受ける多くの相談事例を

抱える現状について以下のコメントが寄せ

られた。 

(1) 地区担当制・分割担当制について 

 地区担当制により、母子保健の人が関

連ケースを担当しておらず、母子保健

経験のある職員がメンタルヘルス領域

を牽引している。分割性では、話が出

てこない。以前は地区担当制であった

が分割性に移行、そして再び地域担当
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制に厚生労働省の指示で戻している 

 関連して、家庭内暴力、高齢者（65 歳

以上）の事例が挙げられる。高齢者の

精神病は保健所の管轄だが、「認知症で

はない」と言っているにもかかわらず

長寿（長寿サポートセンター等）での

扱いになる。疾病群をベースにした分

割部署での区切りは難しい。入院後は

長寿に任せるが、メンタルヘルスがど

の保健分野にでも入っていることから

地区担当制のほうがよい 

 分割担当制したら手間になり、対応が

遅れる 

(2) アウトソーシングについて 

 練馬区ではデイケアは保健センターは

やっていない。デイケアというと病院

やクリニックのイメージ。病院はどこ

にでもあり、アクセスはよい 

 福島は郡部であるため、精神保健福祉

に限らずアウトソーシング先が非常に

少ないのが現状。須賀川市ではデイケ

アは月 2 回行っている。人格障害等の

方が入ると運営が難しくなるので、基

本的に統合失調症を限定にしている。

本来は病院ですでに実施しているデイ

ケアに通所することが望ましいが、交

通手段の不便さで通えないケースも多

い 

(3) 医療機関との連携について 

 江東区には入院施設が一つしかない。

ほか民間クリニックが増えてきている。

相談者が何を相談したいのか医療機関

に伝わらず、医療機関のケースワーカ

ーと連携する。入院の必要性、治療の

必要性もそこで相談をする。または、

同行受診をすることもある。長期入院

の患者さんが退院する場合は、退院後

のケース・カンファレンスを行う 

 精神科医の力量によるところが大きく、

相談者を安心して送れる病院は数が非

常に限られる。また、「自分は発達障害

じゃないか」と、自分で電話をかけて

くる人が押し寄せる。このように自己

申告のケースには保健所でのトリアー

ジが必要。要支援者をみつけた後は医

療機関をすすめるが、すぐに行かない

ケースが多く、2 週間後にフォローア

ップをする。医療機関に受診に行った

としても続かないので、ずっと抱えて

フォローアップする 

 医療機関への通院が継続しないの

は本人のモチベーション不足より

も経済的理由であることが決定要

因であると感じる。1 回は受診に

行くがなかなか続かない。逆に生

活保護受給者は通院が続く。交通

手段にしてもバスや電車などで通

院に１時間等ケースは非常に多く、

お金も時間も労力もかかる。自立

支援医療受給に至らないケースが

難しい 

 実際、受診予約を取ったあとでも

保健師と相談が続くケースが多い。

まず 1 か月に 1 回面談をして落ち

着いていく。ある程度関係ができ

てから「やさしい先生いる？」と

いう会話になり、受診するという

流れがよい。ニーズを具体的にで

きる。一方で「たらい回しにされ

た」と相談者が感じないようにす

る。これは避ける 

 福島などの郡部は、医療機関が少ない
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ため、医療相談員と顔の見える関係で

連携できている部分もある。少ない社

会資源だからこそ、効率的かつ効果的

に連携していく必要がある。そのため

にも、共通理解のツールとしても、み

たてツールがあればよい 

 保健所には臨床心理士は一般的に配置

されておらず、非常勤の心理士がごく

わずかしかいない。PSW の方もほとん

ど配置されていない 

 練馬区ではいくつかの病院の

PSW と提携している。6 保健相談

所には 2 名の PSW がいる。1 名で

3 保健相談所を担当している 

 臨床心理士でなく発達障害をみる、あ

るいは子ども関連の方しかいない 

(4) 精神保健相談数と相談への対応につい

て 

 江東区：主治医が多い人は相談が多い。

3 か月に 1 人か 2 人。しかし、メンタ

ルヘルスに関する事例は毎日でる（人

格障害で毎日電話をかけてくる人等） 

 福島県須賀川市：オフィスアワーは来

所相談や電話相談を常時受け付ける。

ファーストコンタクトで精神相談と判

断されると、原則的に地区担当保健師

が対応することになる。来所・電話・

メール・訪問を合わせると、平成 27 年

度延べ 1,376 件、平成 28 年度 1,094 件

に対応している。また、管轄の保健福

祉事務所が、精神科医師による心の相

談会を月１回程度開催。通院していな

いケースが参加したり、市町村保健師

が助言をもらえたりする機会となって

いる 

 練馬区：虐待を受けて育った相談者を

「嗅ぎ分けやすい」保健師がおり、両

親からの虐待の治療専門医につないで

いる。「いい先生がいるよ」と言い、虐

待の連鎖を断ち切る方向にもっていく

のだが、すでに主治医がいる相談者に

もはたらきかけているケースもあり、

課題がある。成育歴の向き合い方の対

応は適切に行うべきと感じる 

 一方、主治医がいる相談者が保健師に

継続して相談に来るのは、一概に否定

的にとるべきでない。「話を聞いてほし

い」というのは日常のことで、将来の

不安等についてカウンセリング業務の

ような気軽に相談できる場は必要であ

り、重要な役割を果たしていると考え

る 

(5) 相談形態について（1 対 1 の個人面談、

グループ等） 

 江東区：母親の子育てのいきぬきの場

であるホットタイムという事業がある。

その事業は午後 1 時から 3 時まで子ど

もを預かる。そのグループは母親たち

の「言いっぱなし、聞きっぱなし」の

形態で話がすすんでいく場所である。

司会者に虐待防止センターの職員を招

き、定期的に月一回、予約なしで参加

ができ、保健師が検診の場や育児相談

の場で参加を促す。定期的に来ている

人は少しずつ心を開いてゆく。乳幼児

健診、夫からの DV、明らかに子育て

に疲弊している人等。集団では話せな

い人にはセラピストとの個別相談の事

業も行っている 

 福島県須賀川市：来所および電話での

相談を随時受け付けている。相談内容

により、訪問での対応、臨床心理士の
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子育て相談会（市主催）、心の相談会（県

保健所主催）、巡回相談会（県児童相談

所主催）や医療機関につないでいく。

子どもへの自殺対策としては、教育委

員会が防止のための心理教育を行って

いるようである。自己肯定感を高める

教育についてはよいのだが、自分で

SOS を出す教育ではないようである。

どう教育委員会と話し合い連携してい

くかが課題（江東区では自分で SOS を

出す心理教育を行っている） 

 親のみへの傾聴ではなく、子どももみ

て、全体をみるスキームがないと感じ

る。専門性、職種にかかわらずメンタ

ルヘルス・リテラシー（みる力）は大

事ではないか。子どものメンタルヘル

ス・リテラシーは測る尺度も開発され

た（神尾ら、2017）。教育委員会は母親

の成育歴を聞かないことから、子ども

に発達の問題がある、で終わる 

(6) 精神保健へのアプローチ 

 精神保健相談には家庭内暴力、性犯罪

被害等トラウマ関連の複雑なケースが

多いにもかかわらず、それを前面に出

しての支援を行わないのは行政として

はトラウマのニーズは最後になるから

ではないか。大人で発達とトラウマの

問題を両方かかえる場合、地域教育な

どの簡単なものから「こういうものも

あります」というアプローチに必然的

になる 

 地域教育的なアプローチに睡眠が

らみの事例が挙げられる。睡眠に

関する問題はイライラ、うつの子

どもへの影響などがあり、睡眠の

問題は単独でなく多岐にわたる。

しかし、睡眠の問題でわざわざ相

談に来る人はいないので、「悩んで

いることはありますか」というア

プローチをとる。睡眠障害を含む

生活習慣病は生活リズムに市民・

住民教育のなかで焦点をあてる。

また、就寝時間は正常でも睡眠は

足りていないケースも多く、教育

の中に入れようかと考えており、

もっと幅広い層で取り組む必要を

感じる 

 クライシスプランの有効性については

事前の関係性による（田舎ではとりや

すい）と考える。どれだけ関係支援者・

支援機関が連携しているか、役者がそ

ろっているかによる 

 困った事例、ちょっと悪いケースを皆

で共有し、また、その時どうするかを

共有できるようなシステムが必要では

ないかと感じる。また、困難事例で医

療につながっていないケース、支援の

対象者を連れて来られないケースの把

握を可能とすることが重要である 

(8) 精神保健支援モジュールへの期待と望

まれる形態 

 神尾他（2017）のツール・尺度をわか

りやすいようにし、何らかのケアに使

ってもらえることを希望する。使い勝

手について場面の解釈を幅広に設定し、

ツールを試したうえで保健師を主とす

る精神相談職員の方々よりフィードバ

ックをもらい評価する 

 精神保健支援モジュールは、トリアー

ジツールとして機能するものであるべ

きである。地域で事例が安定化するサ

ポート/問題化しないサポートを支援
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者に与え、加えて多職種連携ツールと

しての機能を備えている必要がある。

これらすべてが揃ってはじめて有効と

なると見受ける 

 ベテランの保健師でない人でも使うこ

とが出来、十分に活用できるものを希

望する。相談で鍵となるのは信頼され

ている保健所、警察、学校の「熱い」

先生等の存在が大きいことから、多職

種連携ツールというアイディアは有効

と考える 

(9) 指針・マニュアル・研修 

 正しく、適切であるものが保健師の

方々に広まるように指針や研修が必要

と感じる 

 人格障害で毎日電話をかけてくる人も

おり、最後には脅しになるので、話の

切り方・縁の切り方のマニュアルがあ

ればよいと思う。境界性パーソナリテ

ィ障害が疑われる、その他一般の人格

障害への効果的な対処法が簡潔に示さ

れたものを希望する 

 

F. 結論 

 以上の現場の保健師らのヒヤリングから、

精神保健福祉の現場において精神保健相談

のニーズは高く、発達障害、家庭内暴力、

性犯罪被害、人格障害、長年に及ぶひきこ

もり等が絡む複雑かつ困難な事例が多いこ

とが示された。現場の保健師らと関連職員

らは限られたリソース内でそれらのケース

を抱え、長期にわたり追跡しているが、そ

の対処法については統一された明確な指

針・尺度・マニュアル等が存在せず、精神

保健相談支援モジュールへの期待は大きい。

具体的には、保健師がその経験値・個々の

もつ感覚にかかわらず精神保健相談中にナ

ビゲーション・ツールとして使用できるも

のであり、病態ごとに特化しない柔軟なア

プローチを用いて支援を必要とする相談者

の取りこぼしを防ぐことを目的とし、統一

された判断基準、「みたて」を与える助けと

なるツール・尺度として広く役立てられる

ものになることが期待されることが示唆さ

れた。 

 今回のヒヤリングは東京都と福島県の 3

機関から寄せられた情報であり、限られる

ものである。しかしながら、精神保健福祉

の前線で精神保健相談にあたる現場の保健

師らの声を汲みとることは本政策研究を公

益に役立つものにするうえで必須の要素で

あることは否めない。1994年（平成6年度）

に行われた「地域保健法」の改正によって

市町村への権限移譲が進み、とくに市町村

保健師の増員が図られ、その後も 2000 年

（平成 12 年）の介護保険法施行、2008 年

（平成 20 年）の特定健康診査・特定保健指

導制度施行、2006 年（平成 18 年）障害者

自立支援法施行、2011 年（平成 23 年）の

自殺・うつ対策の充実等により、住民の健

康を増進する政策の展開のため各自治体に

おいて保健師人員確保・増員がされてきた

（石津他, 2015）。データ上に表示された保

健師数の増加に対して、今回のヒヤリング

では現場では保健師らが精神保健相談に適

切に対処できる人材の人手と支援を行うた

めのリソースの不足を強く感じていること

が示された。これは、精神保健福祉サービ

スの広域化により保健所保健師の業務が直

接的サービス支援から企画調整活動へ移行

し、非常勤保健師やアウトソーシングの活

用により、元来保健師が培ってきたサービ
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スや支援につなげる技術、関係性をつくっ

ていく技術が精神保健福祉領域で機能する

こと、また、それらの次世代への継承の支

障になっているとの宜間・新村（2011）の

考察に重なる。 

 加えて、精神保健に関する都市部・地方

部のリソースの地域格差を踏まえても、精

神保健相談支援モジュールの現場での必要

性が共通に示唆される結果となった。 

 

G. 今後の取り組み 

 平成 30 年度の研究活動の目標として以

下の事項を達成をめざすこととする、1）精

神保健相談支援モジュール作成とそのため

の手順、タイムラインの明確化、2）支援モ

モジュールのプロトタイプの作成、3）支援

モジュールのプロトタイプのトライアルの

実施（若干名の保健師による試験使用）、4）

実際にプロトタイプモジュールを使用した

保健師らのフィードバックをもとにしたモ

ジュールの修正と改良、5）精神保健現場で

の精神保健相談支援モジュール活用のため

の研修会の開催、6）更なる試験使用期間の

実施、7）実際にモジュールを使用した保健

師ら、そのほかの相談職員からのフィード

バックの集約とそれらを基にしたモジュー

ルの修正と改良、8）精神保健相談支援モジ

ュールの全国での精神保健相談の現場への

普及準備。 

 また、精神保健相談支援モジュールが現 

場で有効活用される意味のあるものとなる

よう、第 2 回目のオンラインアンケート調

査の実施も一案として考慮している。 
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J. 知的財産権の出願・登録状況 
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該当せず。 

２．実用新案登録 
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３．その他 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

こころの健康づくりを推進する地域連携のリモデリングとその効果に関する政策研究 

平成 29 年度 分担研究報告書 

 

評価ツール開発、モデル地域連携に関する研究 

 

研究分担者 山之内芳雄 （国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所） 

研究協力者 西大輔   （国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所） 

藤原美佳   (愛媛県心と体の健康センター) 

平野美輪   (愛媛県心と体の健康センター) 

檜垣裕子   (愛媛県心と体の健康センター) 

戒能德樹   (愛媛県心と体の健康センター) 

竹之内直人 (愛媛県心と体の健康センター) 

 

研究要旨： 

 一般住民でのこころの健康を考えるうえでの基礎資料として国民生活基礎調査があるが、今

年度は統計法による目的外申請を行い、心理的苦痛と受診の関連について詳細に検討した。ま

た、保健対策に対するこころの健康の取り組みの可能性を見るべく、従来より母子保健領域と

精神保健領域が連携して、産後うつ対策に県と市の重層的な取り組みを行っている愛媛県と松

山市の取り組みに引き続き関わった。 

 国民生活基礎調査において、心理的苦痛を測定する問いに使われている K6 尺度において、

重篤な不安障害・気分障害に相当するといわれる評点 13 点以上の者の割合については、性別で

は女性の方が高かった。年齢階級別では男女とも若年層の割合が高かった。一方その者のうち

精神医療機関への受療状況については、重症の精神障害に相当する者の中でも約 15％しか精神

医療機関を受診していなかった。性別では女性の方が受療率が高く、年齢階級別では男性では

50－54 歳、女性では 40－44 歳の年齢階級で最も受療率が高かった。K6 が 13 点以上の者の割

合が高い年齢階級と、受療率が高い年齢階級は男女ともに異なっており、強い心理的苦痛を抱

えながらも精神医療機関を受診していない者が男女ともに非常に多いことが示された。 

 松山市での母子保健におけるこころの健康への取り組みは、平成 29 年 4 月から 11 月までに

727 件の訪問を行い、その 13%に当たる 88 名が抑うつがある要フォロー者と判断され CBT の技

法による面談を行った。訪問指導における CBT の活用に対しては、まだ課題も抱えている。保

健活動の中で、継続的な訪問が予測される者に、CBT の適応を見出し、基本的な技法を習得し

たうえで施行するためには、市のみならず県の精神保健福祉センターの技術支援も必要である。

自治体の重層的な支援を研修会や事例検討を通じて行っており、無理のない取り組みの継続が

望まれる。 

 

Ａ．研究目的 
 一般住民でのこころの健康を考えるうえで
その基礎となる資料として、国民生活基礎調査
では、悩みやストレスを持つ者、不安障害や気
分障害に該当するほどの心理的苦痛を感じて
いる者、受診や相談の状況について、3 年ごと

にその状況が把握されている。昨年度は、心理
的苦痛を有する者の年代別の状況について報
告したが、今年度は心理的苦痛と受診の関連に
ついて検討した。 
また、保健対策に対するこころの健康の取り

組みの可能性を見るべく、従来より母子保健領
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域と精神保健領域が連携して、産後うつ対策に
全県的な取り組みを行っている愛媛県の取り
組みに引き継続き関わり考察したことを報告
する。 
Ｂ．研究方法 
 心理的苦痛を感じる者の割合は、厚生労働省
により 3 年ごとに行われる国民生活基礎調査
によってモニタリングされている。国民生活基
礎調査におけるこころの健康は、K6 という質
問紙で 6 問の問いに答えるもので、合計点が
10 点以上の者を気分障害・不安障害に相当す
る心理的苦痛を感じている者とし、その割合を
指標値としている。ただ、国際的には 13 点以
上を重症の精神障害に相当する者、5 点から 12
点の者を中等度の精神障害に相当する者とし
て扱われることが多い。そこで今年度は統計法
（平成 19 年法律第 53 号）第 33 条の規定に基
づき、国民生活基礎調査の調査票情報の提供の
申出を行い、平成 28 年度の国民生活基礎調査
の個票データをもとに重症の精神障害に相当
する者の割合と精神医療機関への受療状況に
ついて、性別・年齢階級別で集計した。 
 愛媛県での母子保健におけるこころの健康
への取り組みは、松山市保健所の母子保健領域
で行われているこんにちは赤ちゃん事業で、妊
産婦に対するエジンバラ抑うつ尺度を用いた
スクリーニングと、そこでの抑うつ傾向にある
ものに対する産後の認知行動療法(CBT)技法を
用いたフォローアップ訪問事業について助言
を続けた。 
 
Ｃ．研究結果 
 図 1～4 に結果を示した。K6 が 13 点以上の
者の割合については、性別では女性の方が高か
った。年齢階級別では男女とも 25－29 歳にお
いて最も割合が高く、30－34 歳、35－39 歳の
年齢階級がこれに続いた。一方精神医療機関へ
の受療状況については、重症の精神障害に相当
する者の中でも約 15％しか精神医療機関を受
診していなかった。性別では女性の方が受療率
が高く、年齢階級別では男性では 50－54 歳、
女性では 40－44 歳の年齢階級で最も受療率が
高かった。 

K6が13点以上の者の割合が高い年齢階級と、
受療率が高い年齢階級は男女ともに異なって
おり、強い心理的苦痛を抱えながらも精神医療
機関を受診していない者が男女ともに非常に

多いことが示された。  
 松山市での母子保健におけるこころの健康
への取り組みは、平成 29 年 4 月から 11 月まで
に 727 件の訪問を行い、うちエジンバラ抑うつ
尺度を 682 件で施行し、その 13%に当たる 88
名が抑うつがある要フォロー者と判断され、
CBT の技法による面談を行い、その 95%にあた
る 84 名にフォローの継続がされていた。その
中で、100 名近い要フォロー者に対する CBT
技法を用いた面談訪問の継続が難しくなって
いることがわかった(参考資料 P5,6)。 
 
Ｄ．考察 
  心理的苦痛を感じる者として今回抽出した
K6 13 点以上の者は 18 歳以上の国民において、
およそ 5%がいることが分かった。これはおよ
そ 500 万人にあたるが、患者調査によれば、
気分障害・不安障害で精神科を受診している
者は 200 万人にもみたず、今回の国民生活基
礎調査における K6 13 点以上者の受信状況に
おいても 15%程度であり、年代性別での分布で
受診状況との間に乖離があり、強い心理的苦
痛を抱えながらも精神医療機関を受診してい
ない者が男女ともに非常に多いことが示され
た。重篤な心理的苦痛を感じる者が、受診に
つながるような保健活動が必要であると考え
られる。一方で、保健活動において、それほ
どの苦痛がない者が過度に医療化されないよ
うな、重症者に対する妥当性をもったトリア
ージが必要であると考える。 
 母子保健活動における抑うつの割合は約
10%であり、松山市においては継続的な CBT の
取り組みを行っているが、訪問指導における
CBT の活用に対しては、まだ課題も抱えてい
る。保健活動の中で、継続的な訪問が予測され
る者に、CBT の適応を見出し、基本的な技法
を習得したうえで施行するためには、市のみな
らず県の精神保健福祉センターの技術支援も
必要である。自治体の重層的な支援を研修会や
事例検討を通じて行っており(参考資料 P8)、無
理のない取り組みの継続が望まれる。 
 
 
Ｅ ．健康危険情報 なし 
Ｆ．研究発表 
１．論文発表 
1). Takahashi K, Tachimori H, Kan C, Nishi D, 
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Okumura Y, Kato N, Takeshima T.,Spatial 
analysis for regional behavior of patients with 
mental disorders in Japan.,Psychiatry and Clinical 
Neurosciences,71 巻,,254-261,201704 
2) Nishi D, Usuda K.,Psychological growth after 
childbirth: an exploratory prospective 
study.,Journal of Psychosomatic Obstetrics & 
Gynecology,38 巻,2 号,87-93,201704 
3) 西大輔,マタニティブルーとうつ 妊娠期
のうつへのアプローチ,日本産科婦人科学会雑
誌,68 巻,12 号,3066-3067,201612 
4）Nishi D, Susukida R, Kuroda N, Wilcox H,The 
association of personal importance of religion and 
religious service attendance with suicidal ideation 
by age group in the National Survey on Drug Use 

and Health,Psychiatry Research,255
巻,321-327,201708 
5）Usuda K, Nishi D, Okazaki E, Makino M, Sano 
Y,Optimal cut-off score of the Edinburgh 
Postnatal Depression Scale for major depressive 
episode during pregnancy in Japan,Psychiatry Clin 
Neurosci,71 巻,12 号,836-842,201712 
6）臼田謙太郎，西大輔,周産期うつ病,最新精
神医学,23 巻,1 号,39-47,201801 
２．学会発表 なし 
Ｇ．知的財産権の出願・登録（予定を含む） 
１．特許取得 なし 
２．実用新案登録 なし 
３．その他 なし 
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図 1：K6が 13点以上の者の割合（男性） 

 

 

 

図 2：K6が 13点以上の者の割合（女性） 
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図 3：K6が 13点以上の者のうち、精神科医療機関に受診している者の割合（男性） 

 

 

 

図 4：K6が 13点以上の者のうち、精神科医療機関に受診している者の割合（女性） 
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地域における簡易型認知行動療法の
技法活用に向けての取り組み

～松山市保健所の産後うつ対策事業への
技術援助を通して～

愛媛県心と体の健康センター

藤原 美佳 平野 美輪 檜垣 裕子
戒能 德樹 竹之内 直人

愛媛県イメージキャラクター みきゃん

本日の内容

１ はじめに

２ 支援内容

３ 事業結果

４ 考察

５ おわりに
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平成23年度～

うつ病の治療及び再発予防において有用性が高い

とされる、問題解決志向的アプローチである認知行動

療法に着目し、 様々な支援の場面において、認知

行動療法の技法を活用すること を目的とした研修会を

実施している。

当センターでの認知行動療法の取組み

【認知行動療法】

抱えている問題を解決したり、ストレスを軽減する
方法を一緒に考えていく心理療法

定型的（高強度）
個人認知行動療法
16～18回の個人精神療法
セッション

簡易型（低強度）

・CBTの原則に準拠した資料
に基づく個人のセルフヘルプ

・コンピュータ支援型CBT
・当事者のサポートグループ
プログラム（集団CBT） 等

地域保健活動の中で
取り入れ普及したい！

（参考）大野裕先生資料より

定型的(高強度)認知行動療法と
簡易型(低強度)認知行動療法

相談、訪問、
健康教育
グループ支援 など
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〇認知行動療法の実施状況

・地域での活用率は
8％！

・H24年⇒H26 年
で減少

うつ病認知行動療法の普及に関する実態調査結果

アンケートによると、取り組み具合はもう一つ・・・

出来ない理由

①時間が取れない（継続相談ができる体制でない）

②適切な対象者がいない

③使い方がわからない

⇓
それならば、現行の保健師活動をリスペクトしつつ・・・

①複数回の継続訪問が予定されて

②適応となることが予想される対象で

③すでに実践しているものの中に組込む

いかにして地域保健の現場に認知行動療法的
マインドを吹き込むか・・・

26



本人が感じる『生きづらさ』の背景に

大きく影響していると感じるもの

〇乳幼児期における環境要因

孤独・家族の不仲・暴力・・・・

○愛着形成の問題

愛されない・認められない・虐待・・

産後のメンタルヘルスを支援すること

子育て支援や虐待防止等につながり、

将来の心の健康に役立つのではないか！

心と体の健康センターにおける
相談支援の中で感じる思い

○産後うつ対策は、母親自身の精神的安定を図ることに
より、虐待予防に繋がるのみならず、赤ちゃんにとって
は人生のライフサイクルの最初のアプローチであり、
将来起こりうる様々な心の問題に対する予防の第一歩
となる

○保健師の訪問先おいての認知行動療法的技法を
用いた心理的介入により、母親の抱えるストレス
を軽減することができる

認知行動療法的技法の習得等のスキルアップ
研修や、事例検討等での後方支援を提案

平成28年度 松山市保健所において、「産後うつ対策」
の取り組みにあたり、技術援助の依頼

平成28年度 松山市保健所において、「産後うつ対策」
の取り組みにあたり、技術援助の依頼
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本日の内容

１ はじめに

２ 支援内容

３ 事業結果

４ 考察

５ おわりに

保健師＜ハイリスクケース＞
低出生体重児、
ハイリスク児（多胎含）
ハイリスク産婦、若年産婦、
母推対応困難事例 等

母子保健推進員
左記＜ハイリスク＞以外

初回訪問

エジンバラ産後うつ質問票（EPDS）の確認

相談紹介
必要時対応

8点以下 9点以上

改善の場合、

４か月後に状
況確認の上、
終結

こんにちは赤ちゃん訪問

【研修2】 事例検討会（２事例）

＜事例1＞
・EPDS得点が高く、うつ症状が強く表れ、
育児や家事機能の維持が困難な事例

→グループワークで検討
＜事例2＞
・EPDS得点が悪化傾向だが、解決策はない
と現状を変えるつもりがない。今後を考えると
児の発育・発達に影響が出る可能性がある

事例

再訪問

保健師に依頼

＜松山市保健所のフォローアップ体制＞ ＜心と体の健康センターの技術支援＞

情報共有し、今後の方向性について検討

2週間以内を目途に再度訪問

継続訪問
（必要時、EPDS調査実施）
・関係機関に繋げる

うつ病の中核症状あり

【研修3】
支援者研修（母子保健推進員含む）

・産後うつの基礎知識
・早期支援の重要性について

随時、ケース検討、助言

【研修1】
認知行動療法的な手法を用いた
訪問面接の方法を学ぶ研修会

・事例を交えた演習（ロールプレイ）と
認知行動療法の技法の説明

『認知行動療法とは』
『認知再構成法』
『問題解決技法』
『アサーション』
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【研修会で行ったロールプレイの例】支援者の空白部分のセリフを
考えて、ロールプレイをしてみましょう。

ねらい：認知の偏りが気になるケースへの対応

支援者：「その後、気分の落ち込みや、自分を責めるような気持ちは
どうですか？」

Ａさん：「やはり思うように動けない自分が嫌になってしまったり、
Ｂが泣いたときうまくあやせずに落ち込んでしまいます。」

支援者：「それは、つらいですね。」
Ａさん：「そうなんです。母は忙しいのに、上手に子どもをあやしていて、

何もできない自分が嫌になってしまいます。」

支援者：「

」
Ａさん：「そうですね・・・Ｂが泣いたら、抱っこしています。あとミルクをあげた

り・・・」
支援者：「抱っこしているんですね。それとミルクをあげているんですね。そう

するとどうでしたか？ 」

【研修会で行ったロールプレイの例】支援者の空白部分のセリフを
考えて、ロールプレイをしてみましょう。

ねらい：認知の偏りが気になるケースへの対応

支援者：「その後、気分の落ち込みや、自分を責めるような
気持ちはどうですか？」

Ａさん：「やはり思うように動けない自分が嫌になってしまったり、
Ｂが泣いたときうまくあやせずに落ち込んでしまいます。」

支援者：「それは、つらいですね。」
Ａさん：「そうなんです。母は忙しいのに、

上手に子どもをあやしていて、何もでき
ない自分が嫌になってしまいます。」

支援者：「

」
Ａさん：「そうですね・・・Ｂが泣いたら、抱っこしています。あとミルクをあげた

り・・・」
支援者：「抱っこしているんですね。それとミルクをあげているんですね。そうす

るとどうでしたか？ 」

Ａさんは何もできないと思っているんですね。
日中、Ｂちゃんのお世話は、どんなふうに
していますか？例えば、泣いたときとか・・・

「共感」でまずはONの関係に！

「気分」を聞きます

「そうなんです」が引き出せました
その後「自動思考」とその「根拠」
を話しています

具体的な日々の様子
を聞いて、反証を
導く質問をします

「反証」が少しずつ導かれています

もう少し詳しく聞いて、反証を導きます

「気分」やその
「状況」につい
て話しています
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○事例検討会

○精神科医師による支援者研修

○随時のケース検討

実際のケースとの関わりをもとに、グループでの
事例検討を実施。

実際の訪問の中で観察すべきポイントの再確認
等についての講義を実施。

ケース担当保健師、保健所事業担当者、センター
職員（医師・保健師・心理職）が参加。
支援中の事例について、必要時に検討。

＜その他の後方支援＞

本日の内容

１ はじめに

２ 支援内容

３ 事業結果

４ 考察

５ おわりに
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専門家のみが治療に使うもの

私にはとてもできない

理屈は分かるが実践の仕方が分からない

地域では時間や回数の設定が難しい

やってみたいが業務に追われて時間がない

日常生活場面で使えそう

地域保健の現場で役に立ちそう

受講前

受講後

認知行動療法について、どのような
イメージを持っていますか？

本日の内容

１ はじめに

２ 支援内容

３ 事業結果

４ 考察

５ おわりに

31



• やりとりのロールプレイを行うという研修で、実際の
訪問場面に技法を組み込むことにより、認知行動
療法の技法活用へのハードルを下げることができた。

• 相談者が自ら気づき、答えを出せるように導いていく
という支援者の技術習得により、意欲の向上や不安
の軽減が図られ、対応に活かされつつある。

• これまでの保健師の経験で培ってきたスキルを活か
しながら、認知行動療法をエッセンスを用いる。

17

「傾聴・共感+α」の訪問先での支援が可能

支援者としての面接のポイント

• 認知行動療法に基づく面接というより、技法の

エッセンスを取り入れた面接を

• 支援者が助言・提案をするのではなく、相談者

が自ら気づき、答えを出せるように導いていく

• スコアの点だけでなく、支援者の所感や気づき

も大切（経験や知識を活かす）

• 産後うつ対策は、親子の人生のライフサイクル

の最初のアプローチ。これから起こりうる様々な

問題に対する予防の第一歩と捉える
18

傾聴・共感

+α
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うつ状態
治療

予防

産後うつに対する関わりのイメージ図

保健師の訪問に
よる介入出産

１時間
訪問面接

３分間診療
（薬物療法中心）

産後に見られる落ち込みや情緒不安定には・・・
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１時間
訪問面接

生活上の問題の解決のためには、その
生活空間に支援者が入り込んで一緒に
考えることが有効である

産後に見られる落ち込みや情緒不安定には・・・

３分間診療
（薬物療法中心）

本日の内容

１ はじめに

２ 支援内容

３ 事業結果

４ 考察

５ おわりに
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・自殺総合対策大綱の見直し

⇒重点施策の一つ「妊産婦への支援の充実」

健やか親子21第1次計画最終評価

⇒「こころの問題」の改善が課題

母子とメンタルの連携は今後ますます重要であり、

地域における認知行動療法的技法の活用は大きな

意義があると考える。

・地域や関係機関と連携しながら、各地域や様々な

分野の事業の課題に応じた技術支援を実施し、

事業展開していきたい。

ご清聴 ありがとうございましたご清聴 ありがとうございました

愛媛県イメージキャラクター みきゃん
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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 
こころの健康づくりを推進する地域連携のリモデリングとその効果に関する政策研究 

 平成 29年度 分担研究報告書

 

睡眠障害モジュール開発に関する研究 
 

分担研究者 三島和夫 

研究協力者 綾部直子 

 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神生理研究部 

 

 

研究要旨 相談業務で遭遇する睡眠障害を早期に同定する診断モジュールの作成に

おいて、H28 年度の地域住民を対象にした調査では、アテネ不眠尺度（Athenes 

insomnia scale; AIS）がメンタルヘルスに問題のある相談者を簡便にスクリーニン

グすることのできる臨床評価尺度として有用であると判断された。そこで今年度は、

①AIS によるセルフチェックを盛り込んだ睡眠改善マニュアルの作成、②睡眠外来通

院患者を対象とした疾患別の AIS 得点および抑うつ状態の調査を行った。①不眠対

策用リーフレットは、AIS セルフチェック、不眠症の認知行動療法で用いられる睡眠

スケジュール法や睡眠衛生指導、漸進的筋弛緩法などをイラストを用いてわかりやす

く記述し A4 サイズ三つ折りサイズで作成した。リーフレットの一部は講演会等で配

布をした。②当院睡眠障害外来患者 371 名を対象に、診断別の AIS 得点は、不眠症

（n = 73）：12.1 点、睡眠関連呼吸障害（n = 62）：7.0 点、概日リズム障害（n=91）：

9.5 点、過眠症（n = 60）：7.1 点、睡眠時随伴症（n = 32）：5.5 点、睡眠関連運動障

害（n = 20）：8.9 点、その他の睡眠障害（n = 3）：5.7 点、睡眠障害合併（n = 30）：

7.9 点であった。地域住民における良眠群（n = 242）の AIS 得点（4.1 点）との比較

から AIS は不眠症状のスクリーニングに有効であることが示唆された。また、不眠

症患者は CES-D 得点で評価される抑うつ度もカットオオフ値を超えており、不眠症

状に加えて抑うつ状態の評価も重要であると考えられる。 

 

 

A.研究目的 

不眠症（不眠障害）は一般臨床におい

て最も多い疾患の一つとされ、きわめて

有病率の高い公衆衛生学上の大きな問題

となっている。不眠症（不眠障害）は、

夜間睡眠と日中の機能の問題との２つに

困難さがあり、両者の存在が不眠症の診

断に不可欠である（Association, 2013; J. 

D. Edinger et al., 2004; Medicine, 2014）。

すなわち、不眠症では夜間の睡眠の異常

があるだけではなく、眠気や倦怠感の増

大、記憶力や集中力の低下、抑うつ気分

など、多岐に渡る社会機能（認知機能）

および QOL（Quality of Life）の障害が

惹起されることが臨床上の大きな問題で

ある（Buysse et al., 2007; J. D. Edinger 

et al., 2004; Roth et al., 2006）。近年行わ

れたいくつかの大規模調査によれば、日
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本の成人の約 20-30％が中途覚醒などの

不眠症状を有し、約 6-10%が不眠による

心身の不調（日中の機能障害）を伴う不

眠症の基準に該当していることが明らか

になっている。 

不眠症は不安障害、気分障害、発達障

害など精神疾患の症状であると同時に、

最も早期から出現する前駆症状、そして

寛解後も高率に残遺して再発リスクを高

める要因として注目されている。したが

って、不眠症の早期発見と効果的な対処

方法に関する啓発は地域住民の心の健康

づくりに資する。そこで本研究では、保

健所、精神保健福祉センター、自治体な

ど地域での相談業務において不眠症を早

期に同定する診断モジュールの開発を行

う。 

昨年度は、一般地域住民を対象に、精

神疾患で高率に認められる不眠症の自記

式のスクリーニング尺度を選定し、抑う

つ・不安との関連を調査した。その結果、

アテネ不眠尺度（ Athenes insomnia 

scale; AIS）がメンタルヘルスに問題のあ

る相談者を簡便にスクリーニングするこ

とのできる臨床評価尺度として有用であ

ると判断された。 

そこで今年度は、①AIS によるセルフ

チェックを盛り込んだ睡眠改善マニュア

ルの作成、②睡眠外来通院患者を対象と

した疾患別の AIS 得点および抑うつ状態

の調査を行った。 

 

B.研究対象と方法 

①AIS によるセルフチェックを盛り込ん

だ睡眠改善マニュアルの作成 

Merrigan, J. M., Buysse, D. J., Bird, J. 

C., & Livingston, E. H. (2013) の不眠対

処資料を参考に、睡眠医療を専門とする

医 師 と 、 不 眠 症 の 認 知 行 動 療 法 

(Cognitive behavior therapy for 

Insomnia；CBT-I) を実践している臨床

心理士によってセルフヘルプのリーフレ

ットに盛り込む内容が検討された。 

その結果、AIS による不眠症のセルフ

チェックに加えて、CBT-I の標準的なプ

ロトコルに基づいた心理教育・睡眠衛生

指導、睡眠スケジュール法（刺激統制法、

睡眠制限法）、漸進的筋弛緩法の概要につ

いて理解しやすいように構成した（表１）。

リーフレットは高齢者でも簡単に読める

ようイラストを用いてわかりやすくし

A4 三つ折りサイズにて制作した。制作し

たリーフレットは一部講演会等で配布を

行っている。 

 

②睡眠外来通院患者を対象とした疾患別

の AIS 得点および抑うつ状態の調査 

調査対象者 当院睡眠外来に通院してい

る患者 432 名を対象とした。AIS と

CES-Dの質問紙に回答している415名の

うち、睡眠障害の診断がつかない者（n = 

7）、診断が不明な者（n = 2）、他の精神

疾患のみの者（n = 35）を除外した 371

名（男性 217 名、女性 154 名）を解析対

象とした。 

調査項目  

1. アテネ不眠尺度（Athenes insomnia 

scale; AIS） 

2. うつ病自己評価尺度（ center for 

epidemilogic studies depression 

scale; CES-D） 

方法 睡眠障害国際分類第 2版（ICSD-2）

に基づく主治医の確定診断別に、①不眠

症、②睡眠関連呼吸障害、③概日リズム

障害、④過眠症、⑤睡眠時随伴症、⑥睡

眠関連運動障害、⑦その他（長時間睡眠

など）、⑧睡眠障害合併（レム睡眠行動障

害と周期性四肢運動障害など）に分類し
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た。それぞれの AIS 得点と CES-D 得点

を算出し、疾患別に比較した。有意水準

は.05 と定めた。 

 

C.結果 

睡眠障害外来患者 371 名の診断別の内

訳は、不眠症（n = 73）、睡眠関連呼吸障

害（n = 62）、概日リズム障害（n = 91）、

過眠症（n = 60）、睡眠時随伴症（n = 32）、

睡眠関連運動障害（n = 20）、その他の睡

眠障害（n = 3）、睡眠障害合併（n = 30）

であった（図 2）。 

疾患別の AIS 得点および CES-D 得点

を図 3 に示す。AIS の平均±SD 得点は、

不眠症：12.1±4.7 点、睡眠関連呼吸障

害：7.0±4.7 点、概日リズム障害：9.5±

5.4 点、過眠症：7.1±4.0 点、睡眠時随伴

症：5.5±4.2 点、睡眠関連運動障害：8.9

±5.8 点、その他の睡眠障害：5.7±3.8 点、

睡眠障害合併 7.9±5.0 点であった。カッ

トオフ（AIS≧6）を超えた疾患は、不眠

症、睡眠関連呼吸障害、概日リズム障害、

過眠症、睡眠関連呼吸障害、睡眠障害合

併であった。 

CES-D の平均±SD 得点は、不眠症：

20.9±13.9 点、睡眠関連呼吸障害：15.7

±12.4 点、概日リズム障害：26.2±11.7

点、過眠症：21.1±12.3 点、睡眠時随伴

症：13.3±11.5 点、睡眠関連運動障害：

15.0±9.4 点、その他の睡眠障害：19.0±

4.6 点、睡眠障害合併 17.4±12.5 点であ

った。カットオフ（CES-D≧16）を超え

た疾患は、不眠症、概日リズム障害、過

眠症、その他の睡眠障害、睡眠障害合併

であった。 

疾患別に、AIS 得点、CES-D 得点を従

属変数にした一要因分散分析をそれぞれ

行ったところ有意であり(p <.001）多重比

較をおこなった。AIS については、不眠

症は、概日リズム障害（p = .015）、過眠

症（p <.001）、睡眠関連呼吸障害（p <.001）、

睡眠時随伴症（p <.001）、睡眠障害合併

（p =.002）と比較し有意に得点が高いこ

とが示された。睡眠関連運動障害（p 

=.236）、その他の睡眠障害（p =.662）と

は有意な差異が認められなかった。 

 

D.考察 

地域住民における良眠群（n = 242）の

AIS／CES-D 得点（4.1／10.4 点）との比

較から、AIS は不眠症状のスクリーニン

グに有効であることが示唆された。また、

不眠症患者は CES-D 得点で評価される

抑うつ度もカットオフ値を超えており

（20.9 点）、不眠症状に加えて抑うつ状態

の評価も重要であると考えられる。 

 

E.結論 

不眠対策リーフレットは、相談者の不

眠のセルフチェック、自宅での予防対策

および受診行動につながることが期待さ

れる。 

また、睡眠障害の診断別に不眠症状と

抑うつ状態が明らかにされたことにより、

疾患別に二次的な抑うつ症状への対策も

考慮した治療が示唆された。 

 

 

F.研究発表 

論文発表 

なし 

 

総説 

1. 三島和夫：高齢者の睡眠障害. 老年精神

医学雑誌, 28 (4): 335-40, 2017. 

2. 三島和夫：不眠医療の課題、これからめ

ざすべきこと. CLINICIAN, 64 (4): 9-15, 

2017. 
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3. 三島和夫：不眠症の薬物療法. 医薬ジャ

ーナル, 53 (2): 63-9, 2017. 

4. 三島和夫：「眠れない」を診分ける. 精神

科治療学, 32 (1): 41-6, 2017.  

学会発表・招待講演等 

1. 三島和夫：不眠症治療のゴールとは何か？

－睡眠薬の適正使用ガイドラインから－. 

第 431 回国際治療談話会例会 , 東京 , 

2017.9.14. 

2. 三島和夫：病態生理を踏まえた不眠症の診

断と治療戦略. Circadian Rhythm Forum, 

東京, 2017.5.31. 

3. 綾部直子：不眠症の認知行動療法（CBT-I）

の活用 ～眠れないと焦る前に～. 第 24回

日本未病システム学会学術総会, 神奈川, 
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表 1 不眠対策リーフレットの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 完成した不眠対策リーフレット（表裏） 

 

 

 

 

 

不眠症ってどんな病気？
 ・診断基準

・代表的な治療法

診断のための検査
・睡眠日誌、アクチグラフ、睡眠ポリグラフィー検査

自分でできる不眠対処法
・眠れないときは布団から出るなど（刺激統制法）
 ・昼寝は短めに、カフェインを控えるなど（睡眠衛生指導）

・リラックス体操（漸進的筋弛緩法）

不眠症が悪化するやってはいけない眠り方
・睡眠スケジュール法（睡眠制限法）

不眠症の簡易診断
・アテネ不眠尺度によるセルフチェック
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図 2  睡眠外来患者の内訳 

 

 
図 3 疾患別の AIS、CES-D 得点 

Note. カットオフは AIS≧6、CES-D≧16. 下線はカットオフを超えているものを示す. 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

こころの健康づくりを推進する地域連携のリモデリングとその効果に関する政策研究 

 

平成 29 年度 分担研究報告書 

 

子どものメンタルヘルスに関するリテラシーに関する研究 

 

研究分担者 神尾陽子 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 

           児童・思春期精神保健研究部 

研究協力者 竹森啓子 京都女子大学大学院 発達教育学研究科 

研究協力者 下津咲絵 京都女子大学 発達教育学部 

研究協力者 石川信一 同志社大学 心理学部 

 

研究要旨 

 子どものメンタルヘルスに関する問題の早期発見および予防の重要性が指摘されてい

る。特に抑うつ，不安，攻撃行動，発達障害が問題視され，これらはそれぞれ複雑に絡

み合って現れることも多い。これらの早期発見，予防のためには，子どもを取り巻く大

人のメンタルヘルスリテラシー（MHL）が高いことが有効であると主張されている。こ

のことから，地域でのこころの健康の推進には，相談業務にあたる対人支援職が高い

MHL を有し，ハイリスク群の早期発見と早期対応にあたることが必要不可欠である。し

かしながら現状では，子どものメンタルヘルスについては母子保健の管轄にまかされる

ことが多く，子どもの精神病理についての専門性が必ずしも十分ではない。地域に暮ら

す子どもやその家族のメンタルヘルスに関するニーズを身近な相談窓口が見逃すことな

く早期から支援サービスを提供するためには，相談業務担当者の所属部署や専門性にか

かわらず，子どもに関する MHL の向上が重要である。こうした重要性にもかかわらず，

これまで大人が有する子どもに関する MHL についての実証的研究はほとんどなかった。

そこで本研究は，重要なキーパーソンである保健師が有する子どもに関する MHL の高

さの実態を把握することを目的として計画された。その結果，保健師の年齢が高いほど，

保健師経験年数が長いほど，MHL の対処法因子得点は高いことが示された。一方，精神

保健相談業務を経験しない保健師の MHL は臨床心理学大学院生よりも低く，子どもの

メンタルヘルスに対する積極的関心は教員や大学院生よりも低いなど，MHL は精神保健

相談業務の経験に依存していることが示された。今後，地域の精神保健のキーパーソン

として期待される保健師の養成過程あるいは職業研修において子どものメンタルヘルス

の問題について十分な研修がなされる必要が示唆される。 

 

A. 研究目的 近年，子どものメンタルヘルスに関する
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問題の早期発見および予防の必要性が指摘

されている。児童期でのうつ病の時点有病

率は 1-2%（Avenevoli,  Knight, Kessler, & 

Merikanagas, 2008），不安症全体の有病率

は 10% に も 及 ぶ と 報 告 さ れ て い る

（Costello, 1989）。このようなうつ症状や

不安症状は放置されることで深刻化したり

（Kendall & Suveg, 2006），あるいは成人

後の社会生活に悪影響をもたらす可能性が

指摘されている(Copeland et al., 2015)。こ

れらより児童期において医療化する前の段

階での早期対応が重要となると考えられる。 

 子どもの攻撃行動に関しては，年々増加

傾向にあり，文部科学省（2017）の調査に

よると，平成 27 年度の小学校での暴力行為

の発生件数は 22847 件にも及ぶ。これは国

公私立学校への調査が開始された平成 18

年度以来，最多である。 

 さらに今日，社会問題となっている注意

欠 如 ・ 多 動 症

(Attention-Deficit/Hyperactivity 

Disorder; ADHD)や自閉スペクトラム症

(Autism Spectrum Disorder; ASD)などの

発達障害については，文部科学省の全国調

査（2012）によると，児童生徒の 6.5%に発

達障害が疑われると推定されている。その

内の 38.6%は，何も支援がなされていない

という。この調査から ADHD や ASD の症

状を抱えながらも助けを受けられていない

多数の子どもの存在がうかがえる。 

 これらの問題はそれぞれ独立して現れる

とは限らない。子どものうつ症状は行動に

現れやすく， 発達障害のある子どもの 3-4

割がうつや不安症状，また身体的・言語的

攻撃行動を合併するという報告がある

（Strang et al., 2012）。 

 では，このように子どもの生活の広範囲

に及び，互いに関連し合う問題を早期に対

応するには何が必要だろうか。その解決方

法の一つに，子どもの身近にいる大人の的

確な気づきと適切な対応が考えられる。従

来，地域でのこころの健康の推進対象は成

人以降の“精神障害”に焦点を当てられて

きた。一方で，子どものメンタルヘルスに

ついては母子保健の管轄にまかされること

が多く，子どものメンタルヘルスに影響す

る子育ての問題は，家庭自体の余裕のなさ

や孤立，貧困，そして親の精神的問題や児

童虐待といった生活環境の問題と切り離し

て考えることができない。そして子どもの

メンタルヘルスの支援ニーズは子ども本人

はもちろんであるが，家族もそれと気づく

ことは難しい。また気づいたとしても，偏

見やスティグマから相談行動をとりにくい。

さまざまな問題を抱える家族と身近に関わ

る地域の相談業務においては，子育ての困

難に関係する子ども側の要因，親側の要因，

親子関係に関する要因，支援状況を含めた

環境に関する要因など多面的なアセスメン

トに基づいて，子どものメンタルヘルスの

問題を見逃さないようにすることが必要で

ある（神尾, 2017）。地域のプライマリイケ

ア専門家は職種にかかわらず子どものメン

タルヘルスの問題への気づきを高め，多職

種連携を活用して早期対応ができれば，重

篤化や医療化の回避や，予後の向上が望め

るであろう。 

しかしながら，わが国の地域のプライマ

リイケアの従来の体制では子どものメンタ

ルヘルスへの対応は量，質とも十分でない

現状があり，子育て支援に関わる保健師も

必ずしもメンタルヘルスの専門家ではなく，
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継続して子どものメンタルヘルスの問題を

ケアし，引き継いでいく体制は構築されて

いるとはいいがたい。 

若者のメンタルヘルスの向上にはメンタ

ルヘルスリテラシー（ Mental Health 

Literacy; MHL）の向上が大切な要因であ

ることが示唆されている(Ojio et al., 2015)。

MHL とは精神障害の認識，管理，予防を助

けるための知識や信念，考え方のことであ

り，「疾患を認識する能力」，「背景因子や疾

患の原因に関する知識と信念」，「自身で解

決できる介入に関する知識と信念」，「専門

家の支援に関する知識と信念」，「支援に関

する認識と態度」，「情報の入手法に関する

知識」の６つの構成要素から成る（Jorm et 

al., 1997; 中根・吉岡・中根, 2010）。 

地域に暮らす子どもやその家族にとって

身近な存在であるプライマリイケア専門家

は，所属部署や相談業務担当者の専門性に

かかわらず，子どもに関する高い MHL を

有することは子どものメンタルヘルスの向

上に有用となると考えられる。しかしなが

ら，大人が有する子どもに関する MHL に

ついて実証的に検討した研究はほとんどな

い。 

そこで本研究は，地域保健のキーパーソ

ンである保健師に焦点を当てて，教員や臨

床心理学を専攻する大学院生，そして一般

大学生の有する MHL と比較することで，

保健師の有する子どもに関する MHL の実

態を明らかにすることを目的として行われ

た。 

 

B. 研究方法 

 本研究では保健師を対象に質問紙調査を

実施した。調査材料として，フェイス項目

で性別，年齢，保健師経験年数，精神保健

相談・こころの健康づくりに関わる業務の

経験の有無（２件法），子どもや子育てに関

わる業務の経験の有無（２件法），これまで

の業務の内容や支援の対象者（自由記述）

を尋ねた。子どもに関する MHL 尺度は，

竹森ら(2017)が開発した「子どものメンタ

ルヘルスに関するリテラシー尺度」を使用

した。この MHL 尺度は，「知識」，「積極的

関心」，「対処法」の３因子 30 項目から成り，

十分な信頼性と妥当性を有していることが

確認されている（竹森ら，2017）。本尺度の

項目を Table 1 に示す。 

質問紙を配布した関東圏の保健師 117 名

のうち 69 名から回答を得られた（回収率

59.0%）。有効回答 63 名分（女性 62 名，性

別未記入１名，平均年齢38.62歳，SD=11.68，

年齢未記入２名）のデータと，既存の教員

119 名（男性 24 名，女性 95 名，平均年齢

37.96 歳，SD=10.27 歳），臨床心理学を専

攻する大学院生 69 名（男性 17 名，女性 52

名，平均年齢 25.25 歳，SD=5.65 歳），学部

生 283 名（男性 81 名，女性 202 名，平均

年齢 18.85 歳，SD=0.88 歳）の子どもに関

するMHL尺度の2次データ（竹森（2018））

を解析に用いた。 

 本研究は国立精神・神経医療研究センタ

ー倫理審査委員会(A2017-013)および京都

女子大学臨床研究倫理審査委員会(28-14)の

承認を得て実施された。事前に内諾の得ら

れた関東圏の３自治体の担当課長に分担研

究者から書面で調査の趣旨説明と同時に依

頼を行い，本研究への協力に対する承認を

得た後に，課に所属するすべての保健師に

質問紙と返信用封筒を郵送にて配布した。

各保健師に回答を依頼する際，倫理的配慮
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として回答は任意であること，白紙回答で

の返送も可能であることを文書で伝え，返

送された質問紙への回答をもって研究参加

への同意とみなした。 

 

C. 研究結果 

対象の特徴：分析対象となった保健師の

平均保健師経験年数は 13.95 年，SD=11.02

であった。保健師 63 名中，経験年数１年の

１名を除き，62 名全員が子どもや子育てに

関わる業務の経験を有していた。子どもや

子育てに関わる業務の経験に加えて，48 名

が精神保健相談・こころの健康づくりに関

わる業務も経験していた(77.4%)。 

 保健師の MHL 尺度得点の平均：合計得

点については，M=138.98（SD=16.52）で

あった。因子別では，「知識」M=82.92

（SD=16.52），「積極的関心」M=38.60

（SD=6.35），「対処法」M=17.46（SD=4.34）

であった。 

 保健師の MHL 尺度得点の関連要因 性

別は未回答の 1 名を除いて保健師全員が女

性であったため，性との関連は不明であっ

た。子どもや子育てに関わる業務の経験に

ついては，1 名を除き全員が有りのため，

関連は不明であった。よって，本研究では，

性別や子どもに関わる業務経験の有無を除

く年齢および保健師経験年数と，MHL 得点

の合計得点と 3 因子（「知識」，「積極的関心」，

「対処法」）の各得点との間の相関係数を算

出した（Table 2）。 

1) 年齢との相関 「対処法」得点との間

に弱い正の相関があった（ r=.36, 

p<.001）。合計，「知識」，「積極的関

心」のいずれの得点も年齢との相関は

なかった。 

2) 保健師経験年数との相関 「対処法」

得点との間に弱い正の相関があった

（r=.38, p<.001）。合計，「知識」，「積

極的関心」いずれの得点も経験年数と

の相関はなかった。 

職種間の比較：子どもに関する MHL の職

種間比較に際して，異なる専門性を持つ（あ

るいは持たない）保健師，教員，臨床心理

学大学院生，大学生を独立変数，子どもに

関する MHL 尺度の合計得点および各因子

得点を従属変数とする 1 要因分散分析を行

った。その結果，Table 3 に示した通り，保

健師は合計，「知識」，「積極的関心」，「対処

法」のすべてにおいて大学生より得点が高

かった（F(3, 530)=25.71, p<.001; F(3, 

530)=50.27, p<.001; F(3, 530)=32.97, 

p<.001）けれども，教員，臨床心理学大学

院生などの異なる専門家と有意な差はみら

れなかった。 

精神保健業務の経験による比較：保健師の

精神保健相談業務の経験の有無による

MHL 得点の違いについて，群（精神保健相

談業務経験あり保健師，同経験なし保健師，

教員，心理学大学院生，大学生）を独立変

数，子どもに関する MHL 尺度の各因子得

点を従属変数とする 1 要因分散分析を行い，

検討した(Table 4)。精神保健相談業務を経

験した保健師は, 大学生より合計およびす

べての因子得点が高く，教員よりも「知識」

得点が高かった。精神保健相談業務の経験

のない保健師は，経験のある保健師と比べ

て合計得点が有意に低かった。臨床心理学

の大学院生と比べて，合計得点，「知識」，

「積極的関心」の因子得点が有意に低かっ

た。教員と比べて，「積極的関心」得点が有

意に低かった。教員と臨床心理学大学院生
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との比較では，合計得点，「知識」において

大学院生の方が高得点であった。学部生は

保健師，臨床心理学大学院生，教員のいず

れよりも低得点であったが，保健師を精神

保健相談業務の経験の有無に分けて比較す

ると，経験なし保健師とはすべての得点に

おいて有意差はみられなかった。 

 

D. 考察 

 本研究では「知識」，「積極的関心」，「対

処法」の３因子 30 項目から成る「子どもの

メンタルヘルスに関するリテラシー尺度」

（竹森ら，2017）を用いて，保健師の MHL

得点を調べ，関連要因を探索し，教員，臨

床心理学大学院生，学部生の MHL 得点と

比較検討を行った。その結果，合計得点と

関連する要因は特定できなかったが，保健

師の年齢が高いほど，保健師経験年数が長

いほど，MHL の対処法因子得点は高いこと

が示された。また教員，臨床心理学を専攻

する大学院生，一般大学生と比較した結果，

保健師は大学生よりも高い MHL を有して

いたが，教員，心理学専門家と比べて有意

な差はみられなかった。保健師の精神保健

相談業務の経験の有無で分けて比較したと

ころ，精神保健相談業務を経験した保健師

は，知識因子で教員より高い MHL を有し

た他は，教員，臨床心理学大学院生と同程

度の MHL を有しており，大学生よりもす

べての得点において高得点であった。一方，

これを経験しない保健師は，業務経験のあ

る保健師や臨床心理学大学院生と比べて

MHL 合計得点は低かった。さらに臨床心理

学大学院生よりも知識や対処法に関する

MHL は低く，教員よりも積極的関心に関す

る MHL が低いことが示された。このこと

より，本研究の対象の保健師は子どもや子

育てに関わる業務の経験を有しているにも

かかわらず，子どもの MHL は他職種と比

べて高いものではなかった。むしろ，子育

てに関わる業務経験に加えて，精神保健相

談業務の経験を有することで，対処法に関

する MHL に有意な違いが生じることが明

らかとなった。しかしながら，知識や積極

的関心に関する MHL には影響していなか

ったことは，業務経験のみでは MHL の十

分な向上は期待できないことを示唆するも

のである。 

 精神保健相談業務を経験した保健師も，

子どもの MHL は教員や臨床心理学大学生

と比べて，教員より知識 MHL が高いこと

を除き，有意差はなかった。今回，研究対

象とした臨床心理学大学院生は現場の臨床

心理の専門家よりも臨床経験が浅いと想定

されることを踏まえると，地域の精神保健

の専門家としての役割が期待される保健師

の MHL 教育は今後，改善が必要と考えら

れる。精神保健相談業務を経験していない

保健師は，異なる領域の専門家より知識や

対処法の MHL が低いという結果は，この

ことを裏付ける結果といえる。精神保健相

談業務を経験していない保健師が教員や大

学院生より子どものメンタルヘルスに対し

て関心が低かったという本研究の結果は，

一般化することはできないが，地域住民の

さまざまな問題のなかに子どものニーズを

積極的に発見する役割の期待される保健師

にとって今後改善の必要性を示唆するもの

である。 

精神保健業務を経験することによって

MHL が向上することは予測されても，これ

から精神保健業務を担当する段階ですでに
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一定の専門性，つまりある程度高い MHL

を有していることが望ましく，保健師を養

成する段階，あるいは担当業務に関わらず

定期的な研修において，子どものメンタル

ヘルスの問題について，よりしっかりと時

間をとって扱われる必要があると考えられ

る。今後，経験に左右されず一定の MHL

を有するための専門教育のあり方が地域の

精神保健の向上や予防的対応のおける今後

の重要課題と言えるだろう。 

以上から，子どもを含む家庭全体の精神

保健の課題を抱える地域住民の相談に携わ

る保健師には，プライマリイケアにおける

メンタルヘルス専門家として早期対応や予

防において果たす役割が期待されている。

その前提として，子どもに関する MHL を

高めることの重要性が明らかになった。保

健師を養成する段階，また保健師の定期的

な職業研修において子どものメンタルヘル

スの問題について量的，質的に十分な研修

がなされる必要があるだろう。 

本研究の対象者のうち，子どもや子育て

に関する業務を経験していない保健師は１

名のみであり，この業務経験の有無による

MHL の高さの違いを検討することはでき

なかった。精神保健相談業務以外の業務に

よる MHL の高さの違いはないか，今後検

討が必要である。また，対処法に関する

MHL 項目は，対処法を知っているかどうか

のみを尋ねた。今後は，保健師が有する対

処法の具体的な内容を尋ねるなどして，そ

れが適切な対処法なのか，より詳細な検討

が必要である。 

 

E. 結論 

 保健師の有する MHL は精神保健相談業

務経験にある程度依存しており，経験によ

らず専門家として高い MHL を獲得するた

めに，今後の人材養成の見直しが強く望ま

れる。 
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3 子どもは家族や友達の支えがあっても、落ち込むことはある
5 子どもの堕落ではなく、心の不調が原因で、生活リズムが崩れることもある
7 子どもの怠惰以外が原因で、勉強や役割を投げ出すこともある
8 子どもが落ち込んだり、やる気がなくなるのは、その子の心が弱いからではない
10 言いたいことが上手く言えない時に、暴力を振るってしまう子どももいる
11 子どもは努力をしても、やる気がなくなることもある
13 子どもは、甘え以外が原因で学校に行きたがらないこともある
16 決まりやルールを破るのは、その子が自分勝手だからではない
17 自分の心のことであっても、子ども自身ではどうしようもないこともある
19 子どもが何でも心配するのは、その子の心が弱いからではない
21 子どもは自分で解決しようとしても、喧嘩をすることもある
22 子どもは家族や友達の支えがあっても、イライラすることはある
24 新しい場面に直面できないのは、その子が対応しようとしないからではない
25 子どもは家族や友達の支えがあっても、不安になることはある
26 授業中に立ち歩くのは、必ずしもその子に悪意があるからではない
28 子どもは家族や友達の支えがあっても、急に泣いたり怒ったりすることはある

2 私は不安を抱える子に積極的に関わろうとする
4 私は子どものコミュニケーションの困難さの原因を理解しようとする
12 私は落ち着きのない子や集中できない子に積極的に関わろうとする
15 私は落ち込んでいる子に積極的に関わろうとする
18 私は子どもの落ち着きのなさや、集中の困難さの原因を理解しようとする
23 私は子どもの抱える落ち込みの原因を理解しようとする
27 私はコミュニケーションの難しい子に積極的に関わろうとする
29 私は子どものイライラの原因を理解しようとする
30 私は子どもの抱える心配や不安を理解しようとする

1 私はコミュニケーションの難しい子への適切な対処法を知っている
6 私は不安を抱える子に適切な対処法を教えることができる
9 私はイライラしやすい子に適切な対処法を教えることができる
14 私は落ち込んでいる子に適切な対処法を教えることができる
20 私は落ち着きのない子や集中できない子への適切な対処法を知っている

知識

積極的関心

対処法

Table 1　子どものメンタルヘルスに関するリテラシー尺度項目

 合計  知識 積極的関心  対処法 
年齢 .09 -.07 .10 .36**

保健師経験年数 .16 -.00 .16 .38**

**p <.01

Table 2　保健師の年齢，経験年数と子どもに関するMHL尺度との相関
子どもに関するMHL尺度
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